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序
論

年
齢
が
刑
事
責
任
に
及
ぼ
す
影
響

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
少
年
法
適
用
に
お
け
る
弁
識
能
力
の
要
否
が
古
く
か
ら
争
わ
れ
て
き
た１

）。

一
八
一
〇
年
刑
法
典
は
、
当
初
、
弁
識
能
力
の
有
無
に
よ
っ
て
、
少
年
に
対
す
る
刑
罰
賦
課
の
可
否
を
決
定
し
、
弁
識
能
力
あ
り
と
し
て

刑
罰
が
賦
課
さ
れ
る
場
合
の
軽
減
的
宥
恕
を
規
定
し
た２

）。
一
九
〇
六
年
四
月
一
二

一
四
日
の
法
律３

）に
よ
っ
て
刑
事
成
人
年
齢
が
引
き
上
げ

ら
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
教
育
的
措
置
の
対
象
が
一
八
歳
に
拡
大
さ
れ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
初
の
少
年
法
と
一
般
に
称
さ
れ
る
、
少

年
及
び
青
年
の
た
め
の
裁
判
所
並
び
に
監
視
付
自
由
に
関
す
る
一
九
一
二
年
七
月
二
二
日
の
法
律４

）が
登
場
す
る
。
一
九
一
二
年
法
は
、
少
年

の
た
め
の
特
別
な
裁
判
体
の
設
置
、
監
視
付
自
由
制
度
の
導
入
と
と
も
に
、
弁
識
能
力
な
し
と
し
て
無
罪
と
な
っ
た
場
合
の
少
年
の
引
き
渡

し
先
を
慈
善
家
や
事
前
施
設
に
も
拡
大
す
る
一
方
で
、
一
三
歳
未
満
の
少
年
を
絶
対
的
無
答
責
と
し
た５

）。

こ
れ
ま
で
、
弁
識
能
力
の
有
無
に
よ
り
、
刑
罰
賦
課
の
可
否
決
定
、
ま
た
は
、
刑
罰
と
教
育
的
措
置
の
択
一
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

後
、
弁
識
能
力
概
念
が
形
骸
化
し
、
刑
罰
を
回
避
し
て
教
育
的
措
置
を
適
用
す
る
た
め
に
敢
え
て
弁
識
能
力
を
否
定
す
る
と
い
う
実
務
が
定

着
す
る
に
至
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
二
年
七
月
二
七
日
の
法
律
第
六
六
三
号６

）は
、
絶
対
的
無
答
責
と
さ
れ
る
一
三
歳
未
満
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
廃
止
す
る
一
方
で
、
弁
識
能
力
の
概
念
か
ら
訣
別
し
、
年
齢
及
び
犯
罪
の
重
さ
に
よ
る
一
定
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
原
則
的

に
全
て
の
少
年
を
保
護
及
び
更
生
措
置
の
対
象
と
し
た７

）。
一
九
四
二
年
法
は
、
結
局
、
施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
無
効
が
確
認
さ
れ
た
が
、
弁

識
能
力
概
念
の
否
定
等
の
内
容
は
、
現
行
少
年
法
で
あ
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五

一
七
四
号８

）に
受
け
継
が
れ
た
。

一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
犯
罪
少
年
の
管
轄
が
少
年
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
、
教
育
的
措
置
が
原
則
で
刑
罰
は
一
三
歳
以
上
の
少
年
に

対
し
て
例
外
的
に
の
み
許
容
さ
れ
る
旨
を
定
め
て
い
る９

）。

一
九
九
四
年
に
施
行
さ
れ
た
改
正
刑
法
典
は
、
第
一
二
二

八
条
で
、

①
刑
法
上
の
犯
罪
で
有
責
と
さ
れ
る
少
年
は
、
特
別
法
に
よ
っ
て

（法政研究83-３- ）30 296

論 説



定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
保
護
、
援
護
、
監
視
及
び
教
育
措
置
の
対
象
と
な
る
。
②
こ
の
法
律
は
、
同
様
に
、
一
三
歳
以
上
の
少
年
に

対
し
て
刑
罰
が
宣
告
さ
れ
う
る
条
件
を
規
定
す
る
」
と
し
、
明
文
で
弁
識
能
力
の
文
言
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
〇
二

一
一
三
八
号10

）は
、
弁
識
能
力
の
概
念
を
再
導
入
す
る
に
至
っ
た
。
二
〇

〇
二
年
法
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
刑
法
第
一
二
二

八
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
弁
識
能
力
を
有
す
る
少
年
は
、
当
該
少
年
が
対
象

と
な
り
う
る
保
護
、
援
護
、
監
視
及
び
教
育
措
置
を
規
定
す
る
特
別
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
自
己
が
有
責
と
さ
れ
る
重

罪
、
軽
罪
ま
た
は
違
警
罪
に
つ
き
刑
法
上
責
任
を
負
う
。
②
こ
の
法
律
は
、
同
様
に
、
一
〇
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ

れ
う
る
教
育
的
制
裁
、
及
び
、
一
三
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
が
、
そ
の
年
齢
故
に
恩
恵
を
受
け
る
責
任
の
軽
減
（a

tten
u
a
tio
n
 
d
e

 
resp

o
n
sa
b
ilite

）
を
顧
慮
し
た
上
で
、
宣
告
さ
れ
う
る
刑
罰
を
規
定
す
る
」。

弁
識
能
力
概
念
を
め
ぐ
る
立
法
動
向
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が11

）、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
な
ぜ
弁
識
能
力
を
再
導
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

か
が
、
刑
事
責
任
と
年
齢
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
現
行
規
定
に
至
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
重
要
な

判
例
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
、L
A
B
O
U
B
E

事
件
判
決
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
刑
事
責
任
と
年
齢
の
関
係
を
検
討
す
る
際
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、L

A
B
O
U
B
E

事
件
判
決
の
内
容
を
精
査
す
る
。
こ
の

作
業
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
弁
識
能
力
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
を
整
理
し
、
日
仏
比
較
法
研
究
の
基
本
的
視
座
を
え
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目

標
で
あ
る12

）。
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Ⅰ

L
A
B
O
U
B
E

事
件
判
決

一

破
毀
院
刑
事
部
一
九
五
六
年
一
二
月
一
三
日
判
決13

）

１

事
実
の
概
要

一
九
四
四
年
一
月
一
三
日
生
ま
れ
で
、
当
時
、
六
歳
八
ヵ
月
の
少
年Jea

n L
A
B
O
U
B
E

（
以
下
、
少
年
Ｌ
）
が
、
友
人
達
と
弓
で
遊
ん

で
い
た
。
当
時
九
歳
の
少
年D

a
n
iel K

（
以
下
、
少
年
Ｋ
）
は
、
遊
び
に
加
わ
る
こ
と
な
く
、
少
年
Ｌ
の
近
く
に
い
た
。
原
因
は
不
明
で

あ
る
が
、
少
年
Ｌ
と
少
年
Ｋ
の
二
人
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
。
そ
の
際
、
少
年
Ｌ
は
、
弓
に
装
填
し
た
矢
を
発
射
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
矢

は
、
少
年
Ｋ
の
右
目
に
命
中
し
、
少
年
Ｋ
は
右
目
の
視
力
を
ほ
と
ん
ど
失
う
ほ
ど
の
重
傷
を
負
っ
た
。

・S
tra
sb
o
u
rg

少
年
裁
判
所
一
九
五
三
年
七
月
二
〇
日
判
決14

）

第
一
審
のS

tra
sb
o
u
rg

少
年
裁
判
所
は
、
少
年
Ｌ
の
少
年
Ｋ
に
対
す
る
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
上
で
、
刑
事
制
裁
は
必
要
な

い
と
し
て
、
純
粋
か
つ
単
純
に
少
年
を
家
族
に
引
き
渡
し
、
少
年
Ｌ
の
行
動
に
つ
き
父
親D

en
is L

A
B
O
U
B
E

（
以
下
、
父
親
Ｌ
）
に
民

事
責
任
を
宣
告
し
、
父
親
と
息
子
に
対
し
て
連
帯
し
て
訴
訟
費
用
の
負
担
を
命
じ
た
。

・C
o
lm
a
r

控
訴
院
少
年
特
別
部
一
九
五
三
年
一
二
月
一
日
判
決15

）

こ
れ
に
対
し
て
、
父
親
Ｌ
及
び
検
察
の
双
方
が
控
訴
を
申
し
立
て
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、C

o
lm
a
r

控
訴
院
少
年
特
別
部
は
、
認
定
事
実
、

及
び
、
純
粋
か
つ
単
純
に
少
年
が
家
族
に
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
と
し
た
点
は
支
持
し
た
も
の
の
、
少
年
に
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た

点
、
及
び
、
父
親
に
こ
の
犯
罪
に
つ
き
民
事
責
任
を
肯
定
し
た
点
は
破
棄
し
た
。
そ
の
際
、

少
年
が
若
け
れ
ば
若
い
ほ
ど
、
彼
が
無
答
責

論 説
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で
あ
る
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
問
題
は
事
実
問
題
と
し
て
一
刀
両
断
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
通
常
七
歳

に
定
め
ら
れ
て
い
る
理
性
年
齢
（a

g
e d

e ra
iso
n

）
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
基
準
に
裁
判
所
が
依
拠
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ

る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

２

判
決
の
要
旨

原
判
決
に
対
し
て
、
検
察
側
か
ら
法
律
の
利
益
に
よ
る
破
棄
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。

破
毀
院
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。

唯
一
の
破
棄
申
立
て
理
由
で
あ
る
、
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド

ナ
ン
ス
第
一
条
及
び
第
二
条
違
反
の
点
に
関
し
て：

｜
上
記
条
項
に
鑑
み
て；

｜S
tra
sb
o
u
rg

少
年
裁
判
所
判
決
は
、

Jea
n

）

L
A
B
O
U
B
E

少
年
を
過
失
傷
害
罪
に
つ
き
有
罪
と
宣
告
し
た
上
で
、
刑
事
制
裁
の
必
要
は
な
い
と
し
て
、
当
該
少
年
の
家
族
へ
の
引
き
渡

し
を
命
じ
、
同
様
に
、
父
親
に
民
事
責
任
を
宣
告
し
た
。
上
記
判
決
に
対
す
る
控
訴
が
係
属
し
た
、C

o
lm
a
r

控
訴
院
は
、
事
実
が
具
体
的

に
証
明
さ
れ
た
と
し
、
ま
た
、
そ
の
子
ど
も
が
そ
の
家
族
に
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
と
決
し
た
限
り
で
、
こ
の
判
決
を
是
認
し
た
。
し
か
し
、

Jea
n L

A
B
O
U
B
E

少
年
は
、
犯
罪
行
為
の
時
点
で
六
歳
に
過
ぎ
ず
、
十
分
な
理
性
を
欠
く
た
め
、
彼
に
非
難
が
向
け
ら
れ
る
行
為
に
つ
き
、

少
年
裁
判
所
の
前
で
責
任
を
負
い
え
な
い
と
し
て
、C

o
lm
a
r

控
訴
院
は
、
当
該
少
年
に
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
、
か
つ
、
こ
の
犯

罪
に
つ
き
父
親
に
民
事
責
任
を
宣
告
し
た
点
に
つ
き
、
上
記
判
決
を
破
棄
し
た
。
原
判
決
は
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
犯
罪
行
為

の
少
年
へ
の
帰
責
は
、
十
分
な
理
性
及
び
意
識
の
覚
醒
と
い
う
前
提
問
題
が
少
な
く
と
も
黙
示
的
に
は
提
起
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
に
対
し
て

肯
定
的
な
回
答
が
え
ら
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
と
判
示
す
る
。
き
わ
め
て
幼
い
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
認
定
事
実
及
び
彼
の
人
格
調
査
か
ら
、

彼
に
非
難
が
向
け
ら
れ
る
行
為
の
性
質
及
び
射
程
を
理
解
す
る
の
に
必
要
な
最
低
限
の
理
性
を
保
持
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
子
ど
も
の
行
為
に
つ
き
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
刑
事
責
任
は
肯
定
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
被

告
人
に
非
難
が
向
け
ら
れ
る
不
器
用
ま
た
は
未
熟
な
行
為
は
、
そ
の
十
分
な
説
明
を
当
該
少
年
の
年
齢
に
見
い
だ
す
。
｜
こ
れ
ら
の
言
明
に

（83-３- ）299 33
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お
い
て
、
ま
た
、
誤
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
他
の
過
剰
な
理
由
を
除
外
す
れ
ば
、
原
判
決
は
、Jea

n L
A
B
O
U
B
E

少
年
が
、
行
為
時
に
お
け

る
そ
の
若
年
の
故
、
十
分
な
理
性
を
欠
く
た
め
、
彼
に
非
難
が
向
け
ら
れ
る
犯
罪
行
為
に
つ
き
、
少
年
の
刑
事
裁
判
機
関
の
前
で
責
任
を
負

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
法
律
上
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
｜
実
際
、
一
九
五
一
年
五
月
二
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た

一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
条
及
び
第
二
条
は
、
当
事
者
の
弁
識
能
力
を
除
外
し
て
、
少
年
の
刑
事
無
答
責
の
原
則
を
定

立
し
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
行
為
が
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
帰
責
さ
れ
る
場
合
に
裁
定
を
下
す
た
め
、
ま
た
、
一
三
歳
以
上
の

少
年
が
問
題
と
な
る
場
合
で
情
状
及
び
当
該
少
年
の
人
格
が
要
請
す
る
際
に
刑
事
有
罪
判
決
を
宣
告
す
る
権
能
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
少
年

に
対
し
て
適
切
な
更
生
措
置
を
取
る
た
め
の
管
轄
裁
判
所
を
決
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
な
お
、
法
の
一
般
原
則
に
従
っ
て
、
非
難
の

向
け
ら
れ
る
物
的
・
客
観
的
行
為
へ
の
関
与
が
証
明
さ
れ
た
少
年
は
、
こ
の
行
為
を
理
解
し
か
つ
意
欲
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
犯
罪
は
、
故
意
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
際
、
そ
の
行
為
者
が
知
性
及
び
意
思
を
も
っ
て
行
動
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
｜
し

か
し
な
が
ら
、
犯
罪
行
為
時
に
六
歳
に
過
ぎ
な
か
っ
たJea

n
 
L
A
B
O
U
B
E

少
年
が
、
彼
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
き
刑
事
裁
判

所
の
前
で
責
任
を
負
い
え
な
い
と
決
し
た
後
に
は
、
判
決
は
、
彼
に
無
罪
を
宣
告
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
矛
盾
な
く
彼
に
対
し
て
更
生
措

置
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
当
該
子
ど
も
を
そ
の
家
族
に
引
き
渡
す
決
定
は
、
法
律
上
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
結
果

に
至
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
当
院
は
、
法
律
上
の
利
益
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
、
移
送
す
る
こ
と
な
く
、
原
判
決
を
破
棄
す
る
。」

二

C
L
A
U
D
E

事
件
判
決
（C

o
lm
a
r

控
訴
院
少
年
特
別
部
一
九
五
四
年
二
月
二
日
判
決16

））

こ
の
判
決
は
、L

A
B
O
U
B
E

事
件
と
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
参
考
ま
で
に
こ
こ
で
紹
介
す

る
。
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１

事
実
の
概
要

一
九
五
二
年
九
月
一
五
日
一
八
時
一
五
分
か
ら
一
八
時
三
〇
分
の
間
、S

tra
sb
o
u
rg

のG
ro
ssa

u

通
り
で
、
複
数
の
子
ど
も
が
遊
ん
で

い
た
。
少
年C

L
A
U
D
E
 
G

（
以
下
、
少
年
Ｇ
）
は
、
一
九
四
五
年
九
月
三
〇
日
生
ま
れ
で
、
当
時
、
七
歳
に
一
五
日
足
り
な
い
年
齢
で

あ
っ
た
。
少
年
Ｇ
は
、
バ
ネ
仕
掛
け
の
お
も
ち
ゃ
の
鉄
砲
で
遊
ん
で
い
た
。
九
歳
の
少
年
Ｌ
は
、
壁
の
上
に
座
っ
て
い
た
。
少
年
Ｇ
は
、
先

端
を
覆
う
ゴ
ム
製
の
吸
盤
が
な
い
矢
を
鉄
砲
に
装
填
し
た
。
証
人
Ｚ
に
よ
れ
ば
、
少
年
Ｇ
は
、
少
年
Ｌ
を
狙
っ
た
。
Ｚ
が
少
年
Ｇ
に
対
し
て
、

少
年
Ｌ
の
方
に
撃
つ
の
を
禁
じ
た
と
こ
ろ
、
少
年
Ｇ
は
、
空
に
向
か
っ
て
引
き
金
を
引
い
た
。
そ
の
矢
が
屋
根
に
乗
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の

で
、
Ｚ
は
そ
の
矢
を
探
し
に
行
っ
た
。
Ｚ
は
、
取
っ
て
き
た
矢
を
Ｇ
に
手
渡
し
て
、
こ
の
遊
び
を
止
め
る
よ
う
に
も
う
一
度
忠
告
し
た
。
Ｇ

は
、
こ
の
再
度
の
注
意
に
も
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、
少
年
Ｌ
に
向
け
て
発
射
す
る
振
り
を
し
な
が
ら
、
こ
の
遊
び
を
続
け
た
。
す
る
と
突

然
、
銃
が
ひ
と
り
で
に
緩
み
、
矢
を
放
っ
た
。
そ
の
矢
は
、
少
年
Ｌ
の
右
目
に
命
中
し
、
少
年
Ｌ
に
右
目
の
視
力
喪
失
を
も
た
ら
す
重
大
な

傷
害
を
引
き
起
こ
し
た
。

・S
tra
sb
o
u
rg

少
年
裁
判
所
一
九
五
三
年
一
一
月
二
日
判
決17

）

S
tra
sb
o
u
rg

少
年
裁
判
所
は
、
少
年
Ｇ
に
対
し
て
、
過
失
傷
害
罪
が
帰
責
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、
彼
に
対
し
て
監
視
付
教
育
的
措
置
を

取
る
必
要
は
な
く
、
彼
は
純
粋
か
つ
単
純
に
親
に
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
、
さ
ら
に
、
父
親
の
民
事
責
任
を
認
め
、
医
学
鑑

定
、
及
び
、
被
告
人
と
父
親
に
五
〇
、
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
予
納
金
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

２

判
決
の
要
旨

上
記S

tra
sb
o
u
rg

少
年
裁
判
所
判
決
に
対
し
て
、
少
年
Ｇ
及
び
そ
の
父
親
と
検
察
の
双
方
が
控
訴
を
申
し
立
て
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、C

o
lm
a
r

控
訴
院
少
年
特
別
部
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

控
訴
人
が
破
棄
を
申
し
立
て
て
い
る
判
決
に
対
し
て
、

（83-３- ）301 35
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次
の
点
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
行
為
時
に
未
だ
七
歳
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
少
年
Ｇ
は
、
過
失
傷
害
罪
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
過
失

が
彼
に
帰
責
さ
れ
う
る
ほ
ど
十
分
に
覚
醒
さ
れ
た
意
識
を
当
時
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
…
…
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
故
は
予
見
不
可
能
で
あ
っ

て
、
息
子
を
ち
ゃ
ん
と
育
て
た
親
は
そ
の
責
任
を
免
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
控
訴
人
は
主
張
す
る
。

き
わ
め
て
予
備
的
な
申
立
で
あ
る
が
、
控
訴
人
Ｇ
は
、
被
害
少
年
は
少
年
Ｇ
と
遊
ぶ
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
以
上
、
危
険
を
引
き
受
け
た

の
で
あ
り
、
責
任
を
分
配
す
べ
き
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

法
律
問
題
に
つ
い
て：

｜
少
年
へ
の
犯
罪
帰
責
の
原
則
に
関
し
て：

犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
鑑

み
て；提

案
理
由
説
明
書
で
明
確
に
示
さ
れ
た
、
少
年
の
刑
事
無
答
責
の
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
刑
事
裁
判
機
関
で
あ

る
少
年
裁
判
所
に
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
犯
罪
を
少
年
に
帰
責
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
こ
の
帰
責
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、

十
分
な
理
性
及
び
意
識
の
覚
醒
と
い
う
前
提
問
題
が
少
な
く
と
も
黙
示
的
に
は
提
起
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
に
対
し
て
肯
定
的
な
回
答
が
え
ら

れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
実
際
、
お
よ
そ
弁
識
能
力
を
も
た
な
い
き
わ
め
て
若
い
少
年
に
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
帰
責
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
少
年
が
若
け
れ
ば
若
い
ほ
ど
、
こ
の
設
問
は
、
妥
当
性
及
び
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

事
実
問
題
に
つ
い
て：

｜
認
定
事
実
か
ら
次
の
こ
と
が
判
明
す
る
。
即
ち
、
事
故
当
時
、
少
年
Ｇ
は
、『
理
性
年
齢
（l’a

g
e
 
d
e

 
ra
iso
n

）』
の
七
歳
の
直
前
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
バ
ネ
仕
掛
け
の
お
も
ち
ゃ
の
鉄
砲
を
手
に
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
ゴ
ム
の
つ
い
た
矢
を

放
つ
、
年
相
応
の
玩
具
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
石
突
き
の
存
在
理
由
を
知
り
え
な
か
っ
た
。
彼
の
親
は
、
自
ら
の
教
育
者
と
し
て
の
義
務
を

履
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ゴ
ム
の
つ
い
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
矢
の
発
射
を
彼
に
対
し
て
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
自

身
も
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
危
険
に
お
よ
そ
気
付
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
訴
訟
記
録
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
彼
は
、
事
故

の
少
し
前
に
、
彼
よ
り
年
上
の
友
達
に
よ
る
複
数
回
に
わ
た
る
警
告
を
受
け
、
石
突
き
の
な
い
矢
を
二
度
と
発
射
し
な
い
よ
う
に
促
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
忠
告
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
忠
告
は
非
常
に
具
体
的
で
、
六
歳
一
一
ヵ
月
の
子
ど
も
の

（法政研究83-３- ）36 302
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理
解
力
を
超
え
な
い
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
少
年
Ｇ
は
特
に
反
抗
的
で
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
子
ど
も
の
認
識
し
た
重
大
な
過
失

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
過
失
傷
害
罪
は
、
従
っ
て
、
彼
に
対
し
て
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
原
判
決
は
支
持
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

第
一
審
判
事
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
、
純
粋
か
つ
単
純
な
少
年
の
親
へ
の
引
き
渡
し
も
同
様
で
あ
る
。
家
族
環
境
が
正
常
で
あ
る
の
で
、

収
容
措
置
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

父
親
の
民
事
責
任
に
関
し
て：

｜
生
じ
た
事
故
は
全
く
も
っ
て
予
見
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
石
突
き
の
な
い
矢
は
、
危
険
物
で
あ
る
。

少
年
Ｇ
の
親
は
、
少
年
Ｇ
に
対
し
て
、
こ
の
種
の
矢
を
放
つ
こ
と
、
及
び
、
友
達
を
狙
う
こ
と
ま
で
も
絶
対
に
禁
じ
つ
つ
、
彼
が
公
然
と
禁

を
破
る
こ
と
が
決
し
て
な
い
よ
う
に
、
こ
の
禁
止
に
威
迫
を
伴
わ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
Ｇ
の
父
親
が
、
民
法
第
一
三
八
四
条
に

基
づ
い
て
課
さ
れ
る
責
任
を
免
れ
る
と
主
張
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
ま
た
、
原
判
決
を
支
持
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

鑑
定
人
の
指
名
、
及
び
、
五
〇
、
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
予
納
金
支
払
い
宣
告
も
同
様
に
、
是
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

少
年
Ｌ
は
、
い
か
な
る
過
失
も
犯
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
態
度
は
全
く
も
っ
て
受
動
的
で
あ
る
以
上
、
責
任
の
何
ら
か
の
部
分
が
彼
に
帰
責

さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
配
は
、
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
そ
し
て
第
一
審
判
事
の
対
立
し
な
い
理
由
か
ら
、
当
院
は
、
結
局
に
お
い
て
、
控
訴
人
の
申
立
を
棄
却
す
る
。
｜
原

判
決
を
全
て
の
点
に
お
い
て
支
持
し
、C

la
u
d
e G

及
び
そ
の
父
親
に
全
訴
訟
費
用
の
負
担
を
命
じ
る
。」
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Ⅱ

L
A
B
O
U
B
E

事
件
判
決
の
影
響

一

L
A
B
O
U
B
E

事
件
判
決
に
対
す
る
評
価

一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
条
で
、
教
育
的
措
置
が
取
ら
れ
る
た
め
に
は
、
一
三
歳
未
満
の
少
年
は
、
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
重
罪
ま

た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
犯
罪
を
行
っ
た
必
要
が
あ
る
が
、L
A
B
O
U
B
E

事
件
が
提
起
し
た
の
は
、
こ
の
条
件
は
、
少
年
が
客
観
的
に
刑

罰
法
規
に
違
反
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
充
足
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
少
年
が
自
己
の
行
為
に
つ
き
知
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
要
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
沈
黙
し
て
お
り
、
同
法
に
よ
っ
て
こ

の
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い18

）。

と
こ
ろ
で
、L

A
B
O
U
B
E

事
件
判
決
以
前
に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
表
面
化
し
な
か
っ
た
の
に
は
、
私
訴
制
度
が
関
係
し
て
い
る
。
一
九

四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
少
年
裁
判
所
に
対
し
て
私
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
、
犯
罪
行
為
に

つ
き
非
常
に
低
年
齢
の
少
年
に
非
難
が
向
け
ら
れ
る
場
合
、
検
察
は
き
わ
め
て
慎
重
な
態
度
を
取
り
、
訴
追
を
開
始
し
な
か
っ
た
た
め
に
、

問
題
の
顕
在
化
が
回
避
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る19

）。
そ
の
後
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
六
条
に
基
づ
い
て
、
被
害
者
側
か
ら
の
少
年
裁

判
所
に
対
す
る
私
訴
申
立
て
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
幼
年
者
の
刑
事
責
任
が
法
廷
で
論
議
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

L
A
B
O
U
B
E

事
件
判
決
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、
第
一
審
のS

tra
sb
o
u
rg

少
年
裁
判
所
判
決
は
、
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た

上
で
、
教
育
的
措
置
と
し
て
少
年
の
家
族
へ
の
引
き
渡
し
、
及
び
、
父
親
に
対
す
る
民
事
責
任
を
宣
告
し
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、

C
L
A
U
D
E

事
件
第
一
審
判
決
と
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
で
あ
るC

o
lm
a
r

控
訴
院
判
決
は
、
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
否
定
し
、
父
親
に
対
す
る
民
事
責
任
も
否
定
し
つ

つ
、
少
年
の
家
族
へ
の
引
き
渡
し
は
肯
定
し
た
。
類
似
事
案
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、C

L
A
U
D
E

事
件
控
訴
審
判
決
で
は
、
第
一
審
判

（法政研究83-３- ）38 304
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決
が
全
面
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
異
は
、
少
年C

L
A
U
D
E G

の
方
が
い
わ
ゆ
る
「
理
性
年
齢
」
に
よ
り
近
か
っ
た
こ
と
、
及
び
、

少
年
Ｇ
の
方
に
過
失
的
要
素
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
作
用
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
破
毀
院
は
、

あ
ら
ゆ
る
犯
罪
は
、
故
意
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
際
、
そ
の
行
為
者
が
知
性
及
び
意
思
を
も
っ
て
行

動
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
」
と
判
示
し
た
上
で
、
当
時
六
歳
の
少
年Jea

n
 
L
A
B
O
U
B
E

に
は
過
失
傷
害
罪
は
成
立
し
な
い
と
し
、
無

罪
で
あ
る
以
上
、
彼
の
家
族
へ
の
引
き
渡
し
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

L
A
B
O
U
B
E

事
件
を
め
ぐ
っ
て
、
第
一
審
の
結
論
が
取
れ
る
か
ど
う
か
は
、
六
歳
の
少
年
の
責
任
能
力
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
か
か
っ

て
い
る
。
他
方
、
控
訴
審
判
決
の
結
論
は
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
条
の
「
犯
罪
（in

fra
ctio

n

）」
に
つ
い
て
、
主
観
面
を
捨

象
し
た
、
純
客
観
的
な
犯
罪
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
さ
も
な
い
と
、
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
否
定
し
つ
つ
、
教
育
的

措
置
を
適
用
し
た
点
は
矛
盾
と
の
指
摘
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る20

）。

破
毀
院
判
決
は
、

犯
罪
」
の
構
成
要
素
と
し
て
、
客
観
面
の
み
な
ら
ず
、
主
観
面
も
要
求
す
る
立
場
を
採
用
し
た
上
で
、
控
訴
審
判
決

の
矛
盾
を
解
消
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
刑
法
の
古
典
的
原
則
に
合
致
す
る
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る21

）。

二

現
行
刑
法
第
一
二
二

八
条
へ
の
影
響

刑
罰
が
科
さ
れ
る
一
三
歳
以
上
の
少
年
が
弁
識
能
力
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、L

A
B
O
U
B
E

事
件
判
決

以
降
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
全
体
に
つ
い
て
、
特
に
、
教
育
的
措
置
の
適
用
に
お
い
て
も
、
弁
識
能
力
を
含
む
帰
責
性
を
前
提
と
す

べ
き
と
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た22

）。

さ
ら
に
は
、
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
っ
て
、
再
び
弁
識
能
力
と
い
う
言
葉
が
刑
法
典
に
復
活
し
た23

）。
こ
の
点
、
現
行
規
定
刑
法
第
一
二
二

八
条
の
登
場
で
、
少
年
の
刑
事
無
答
責
の
問
題
を
め
ぐ
る
学
説
の
論
争
を
決
定
的
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
少
年
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は
、
弁
識
能
力
を
有
す
る
限
り
、
成
人
と
同
様
、
有
責
で
あ
っ
て
、
も
は
や
無
答
責
の
推
定
に
つ
い
て
語
る
理
由
は
存
在
し
な
い
と
の
指
摘

も
な
さ
れ
て
い
る24

）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
、
弁
識
能
力
が
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
定
め
ら
れ
た
教
育
的
措
置
の
要
件
を
構
成

す
る
と
考
え
る
立
場
が
有
力
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る25

）。

結
論

教
育
的
措
置
と
弁
識
能
力

以
上
、L

A
B
O
U
B
E

事
件
判
決
に
お
け
る
幼
年
者
へ
の
対
応
を
手
が
か
り
に
、
刑
事
責
任
と
年
齢
の
問
題
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

ま
ず
、
幼
年
者
が
そ
も
そ
も
犯
罪
を
行
い
う
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
各
法
文
は
む
し
ろ
こ
れ
を

肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
理
解
が
根
強
い
。
例
え
ば
、

あ
ら
ゆ
る
体
系
は
、
…
…
か
な
り
若
い
年
齢
か
ら
、
い
う
な
れ
ば
、
ま
さ
に

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
子
ど
も
を
理
性
及
び
意
思
の
備
わ
っ
た
存
在
で
、
ま
た
、
そ
れ
故
に
、
犯
罪
を
犯
す
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
見
な
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る26

）」
と
の
主
張
や
、

一
三
歳
未
満
の
絶
対
的
無
答
責
が
、
適
用
可
能
な
措
置
を
確
定
す
る
た
め
に
の
み
作
用
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
法
律
は
、
全
て
の
少
年
が
犯
罪
を
犯
す
法
律
上
の
能
力
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
そ
ら
く
示
唆
し
え
た
の
で
あ
ろ

う27
）」

と
い
っ
た
見
方
も
あ
る
。

幼
年
者
に
犯
罪
が
成
立
す
る
例
と
し
て
は
、

地
下
鉄
内
で
切
符
を
持
っ
て
い
な
い
の
が
発
覚
し
た
満
四
歳
の
少
年
ま
た
は
少
女
は
、
親

に
連
れ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
自
身
、
鉄
道
規
則
違
反
で
有
責
と
見
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
再
教
育
及
び
監
視
措
置
が

義
務
づ
け
ら
れ
る28

）」
と
さ
れ
、

一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
一
三
歳
未
満
の
年
齢
制
限
、
即
ち
、
そ
れ
以
下
で
あ
れ
ば
子
ど
も
が
犯

罪
を
犯
し
た
と
見
な
さ
れ
え
な
く
な
る
、
い
わ
ば
理
性
年
齢
の
よ
う
な
も
の
は
定
め
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
法
律
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
か

つ
、
犯
罪
の
物
的
・
客
観
的
要
素
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
数
ヶ
月
の
子
ど
も
が
乳
を
飲
み
な
が
ら
乳
母
の
片

目
を
潰
し
た
場
合
、
こ
の
子
ど
も
が
少
年
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
、
第
一
五
条
に
定
め
ら
れ
る
措
置
の
一
つ
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
想
像
さ
れ
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う
る
で
あ
ろ
う29

）」
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
犯
罪
の
構
成
要
素
の
全
て
に
お
い
て
、
即
ち
、
物
的
・
客
観
的
要
素
と
心
的
・
主
観
的
要
素
を
同
時
に
満
た
し
て
犯

罪
を
実
行
し
て
い
な
い
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
、
本
質
的
に
保
護
的
な
条
項
の
適
用
を
弁
識
能
力
の
な
い
少
年
か
ら
奪
っ
て
よ
い
か
否
か
で

あ
る
。L

A
B
O
U
B
E

事
件
破
毀
院
判
決
の
前
提
に
立
つ
と
、
い
か
な
る
社
会
復
帰
の
措
置
も
幼
い
子
ど
も
に
対
し
て
は
宣
告
さ
れ
え
な
い

と
い
う
結
論
に
至
る30

）。

他
方
で
、
弁
識
能
力
を
前
提
と
せ
ず
教
育
的
措
置
の
適
用
を
認
め
る
解
釈
は
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
の
主
観
的
構
成
要
素
を
否
定
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
の
指
摘
が
あ
る31

）。
さ
ら
に
は
、
幼
年
者
で
教
育
の
欠
如
が
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
教
育
的
措
置
を
課
す
こ
と
に
疑
義
を

呈
す
る
見
解
も
散
見
さ
れ
る32

）。

こ
の
点
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
結
局
は
、
各
措
置
の
内
容
を
精
査
し
な
け
れ
ば
判
断
し
難
い
問
題

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

近
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
少
年
司
法
は
、
教
育
的
制
裁
の
導
入33

）を
は
じ
め
と
し
た
、
低
年
齢
の
少
年
に
対
す
る
制
裁
措
置
の
拡
充
を
推

し
進
め
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
保
護
的
色
彩
の
強
い
教
育
的
措
置
の
適
用
範
囲
を
弁
識
能
力
概
念
の
再
導
入
に
よ
っ
て
狭
め
る
こ
と

に
妥
当
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
な
し
と
は
い
い
難
い
。

や
は
り
、
弁
識
能
力
の
な
い
者
か
ら
教
育
的
措
置
を
受
け
る
機
会
を
奪
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
は
依
然
慎
重
に
検
討
す
べ
き
課
題
と
い
え

る
。
元
来
、
無
罪
宣
告
を
受
け
る
者
に
対
す
る
措
置
と
し
て
、
教
育
的
措
置
が
提
唱
さ
れ
、
内
容
が
拡
充
さ
れ
て
き
た
経
緯
や
、
一
九
四
二

年
法
で
弁
識
能
力
概
念
が
排
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
等
に
鑑
み
れ
ば
、
弁
識
能
力
概
念
自
体
を
今
一
度
精
査
す
る
必
要
も
あ
ろ
う34

）。

１
）

一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
成
立
ま
で
の
弁
識
能
力
を
め
ぐ
る
立
法
動
向
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
弁
識
能
力
と
年
齢
｜
犯

罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
二
年
七
月
二
七
日
の
法
律
を
素
材
と
し
て
｜
」
浅
田
和
茂
他
編
『
自
由
と
安
全
の
刑
事
法
学
（
生
田
勝
義
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
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集
）』

法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
八
四
頁
以
下
参
照
。

２
）

一
八
一
〇
年
刑
法
「
第
六
六
条
｜
被
告
人
（a

ccu
se

）
が
、
一
六
歳
未
満
で
、
弁
識
能
力
な
く
（sa

n
s d
icern

em
en
t

）
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と

き
、
当
該
被
告
人
は
無
罪
と
な
る
。
但
し
、
当
該
被
告
人
は
、
情
状
に
応
じ
て
、
親
へ
引
き
渡
さ
れ
、
ま
た
は
、
判
決
が
定
め
た
年
数
の
間
、
そ
こ
で
養

育
さ
れ
か
つ
拘
禁
さ
れ
る
た
め
、
少
年
院
（m

a
iso
n d

e co
rrectio

n

）
に
収
容
さ
れ
る
が
、
少
年
院
へ
の
収
容
年
数
は
、
対
象
者
が
満
二
一
歳
に
達
す

る
時
点
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

第
六
七
条
｜
①
少
年
が
弁
識
能
力
を
も
っ
て
（a

v
ec d

iscern
em
en
t

）
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と
き
、
刑
罰

は
次
の
よ
う
に
宣
告
さ
れ
る
。
１
｜
科
さ
れ
る
刑
罰
が
死
刑
、
無
期
徒
刑
（tra

v
a
u
x
 
fo
rces a

p
erp

etu
ite

）、
流
刑
（d

ep
o
rta
tio
n

）
の
場
合
、
当

該
少
年
に
は
、
少
年
院
（m

a
iso
n
 
d
e co

rrectio
n

）
で
の
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
（em

p
riso

n
n
em
en
t

）
が
宣
告
さ
れ
る
。
２
｜
科
さ

れ
る
刑
罰
が
有
期
徒
刑
（tra

v
a
u
x fo

rces a
tem

p
s

）
ま
た
は
懲
役
刑
（reclu

sio
n

）
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
の
一
つ
に
つ
き
宣

告
さ
れ
え
た
期
間
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
に
相
当
す
る
期
間
、
少
年
院
へ
の
収
容
が
宣
告
さ
れ
る
。
②
上
記
い
ず
れ
の
場
合
も
、
当
該
少
年
は
、

判
決
に
よ
っ
て
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
期
間
、
高
等
警
察
（h

a
u
te
 
p
o
lice

）
の
監
視
下
に
置
か
れ
う
る
。
③
科
さ
れ
る
刑
罰
が
首
枷
の
刑
（ca

r-

ca
n

）
ま
た
は
追
放
刑
（b

a
n
n
issem

en
t

）
の
場
合
、
一
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
、
少
年
院
へ
の
収
容
が
宣
告
さ
れ
る
。」

第
六
八
条
｜
前
条
に
規
定

さ
れ
る
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
被
有
罪
宣
告
者
は
、
公
に
晒
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。」

第
六
九
条
｜
有
責
者
が
軽
罪
刑
の
み
を
科
さ
れ
る
場
合
、

当
該
有
責
者
は
、
一
六
歳
で
あ
れ
ば
科
さ
れ
た
は
ず
の
刑
罰
の
半
分
を
下
回
る
限
り
で
、
適
切
と
思
料
さ
れ
る
軽
罪
刑
を
宣
告
さ
れ
う
る
。」

３
）

L
o
i d
u 12

14 a
v
r.
1906 m

o
d
ifia

n
t les a

rt.
66,

67 d
u C

o
d
e p

en
a
l,
340 d

u C
o
d
e d

’in
stru

ctio
n crim

in
elle et fix

a
n
t la m

a
jo
rite

p
en
a
le a

l’a
g
e d

e d
ix
-h
u
it a

n
s,
J.O

.
d
u 14 a

v
r.
1906;

D
.1907.4.59.

な
お
、
一
九
〇
六
年
法
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
訳

「
刑
法
第
六
六
条
及
び
同
第
六
七
条
な
ら
び
に
治
罪
法
第
三
四
〇
条
を
修
正
し
、
刑
事
成
人
年
齢
を
一
八
歳
に
定
め
る
一
九
〇
六
年
四
月
一
二

一
四
日
の

法
律
」
法
政
研
究
八
〇
巻
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
三
頁
以
下
参
照
。

４
）

L
o
i d
u 22 ju

illet 1912 su
r les trib

u
n
a
u
x p

o
u
r en

fa
n
ts et a

d
o
lescen

ts et su
r la lib

erte
su
rv
eillee,

J.O
.
d
u 25 ju

illet 1912.

５
）

一
九
一
二
年
法
は
、
第
二
一
条
及
び
第
二
六
条
で
刑
法
第
六
六
条
以
下
を
次
の
よ
う
に
修
正
し
た
。

第
六
六
条
｜
被
告
人
が
一
三
歳
以
上
一
八
歳

未
満
で
、
弁
識
能
力
な
く
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と
き
、
当
該
被
告
人
は
無
罪
と
な
る
。
但
し
、
情
状
に
応
じ
て
、
当
該
被
告
人
は
親
、
慈
善
家
も
し
く

は
慈
善
施
設
へ
引
き
渡
さ
れ
、
ま
た
は
、
判
決
が
定
め
た
年
数
の
間
、
そ
こ
で
養
育
さ
れ
か
つ
拘
禁
さ
れ
る
た
め
、
行
刑
コ
ロ
ニ
ー
（co

lo
n
ie

 
p
en
iten

tia
ire

）
に
送
致
さ
れ
る
が
、
そ
の
年
数
は
、
対
象
者
が
二
一
歳
に
達
す
る
時
点
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
年
が
親
、
慈
善
家
ま
た
は
慈

善
施
設
に
引
き
渡
さ
れ
る
旨
裁
判
所
が
命
じ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
、
少
年
が
二
一
歳
に
な
る
ま
で
監
視
付
自
由
の
制
度
下
に
置
か
れ
る
旨
決
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
時
点
で
、
裁
判
所
は
、
共
和
国
検
事
の
申
請
に
基
づ
き
、
改
め
て
裁
定
を
下
す
。」

第
六
七
条
｜
①
一
三
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
少
年
が
弁
識
能
力
を
も
っ
て
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と
き
、
刑
罰
は
次
の
よ
う
に
宣
告
さ
れ
る：

科
さ
れ

る
刑
罰
が
死
刑
、
無
期
徒
刑
、
流
刑
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
矯
正
コ
ロ
ニ
ー
（co

lo
n
ie co

rrectio
n
n
elle

）
に
お
け
る
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
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の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。
科
さ
れ
る
刑
罰
が
有
期
徒
刑
、
禁
錮
刑
ま
た
は
懲
役
刑
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
の
一
つ
に
つ
き
宣
告
さ

れ
え
た
期
間
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
に
相
当
す
る
期
間
、
矯
正
コ
ロ
ニ
ー
で
の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
当
該
少
年
に
は
、

五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
期
間
、
政
府
に
よ
っ
て
当
該
少
年
に
通
告
さ
れ
る
禁
止
場
所
に
つ
き
立
入
禁
止
（d

efen
se d

e p
a
ra
ıtre

）
が
宣
告
さ
れ
う
る
。

②
｜
科
さ
れ
る
刑
罰
が
市
民
権
剥
奪
刑
（d

eg
ra
d
a
tio
n
 
civ
iq
u
e

）
ま
た
は
追
放
刑
（b

a
n
n
issem

en
t

）
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
一
年
以
上
五
年

以
下
の
期
間
、
行
刑
コ
ロ
ニ
ー
ま
た
は
矯
正
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。」

第
六
八
条
｜
一
三
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
少
年
で
、
一
六
歳
以

上
の
現
に
存
在
す
る
共
犯
者
を
有
し
て
い
な
い
、
重
罪
の
被
告
人
は
、
前
二
条
に
従
い
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
さ
れ
る
。」

第
六
九
条
｜
一
三
歳
以

上
一
六
歳
未
満
の
少
年
が
単
な
る
軽
罪
し
か
犯
さ
な
か
っ
た
場
合
に
は
い
ず
れ
も
、
当
該
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る
刑
罰
は
、
一
六
歳
で
あ
れ
ば
宣
告

さ
れ
た
は
ず
の
刑
罰
の
半
分
を
上
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

６
）

L
o
i n

683 d
u 27 ju

illet 1942 rela
tiv
e a

l’en
fa
n
ce d

elin
q
u
a
n
te,

J.O
.
d
u 13 a

o
u
t 1942,

p
.2778;

rectifica
tif,

J.O
.
d
es 24

25 a
o
u
t

 
1942,

p
.2898;

G
a
z.
P
a
l.
1942

(2
sem

.),
lo
is et d

ecrets,
p
.351;

S
.,
1942,

L
o
is a

n
n
o
tees,

etc.,
p
.1114.

７
）

犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
二
年
七
月
二
七
日
の
法
律
第
六
八
三
号
「
第
一
条
｜
刑
法
上
の
犯
罪
を
行
う
一
八
歳
未
満
の
少
年
は
、
本
法
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
る
特
別
の
制
度
に
服
す
る
。」

第
一
七
条
｜
①
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
と
さ
れ
る
一
八
歳
未
満
の
少
年
は
全
て
、
原
則
と

し
て
、
保
護
及
び
更
生
の
措
置
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
。
②
但
し
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
正
犯
者
で
あ
る
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
、
及
び
、

重
罪
の
正
犯
者
で
あ
る
一
六
歳
未
満
の
少
年
は
、
少
年
及
び
青
年
の
た
め
の
裁
判
所
（trib

u
n
a
l p
o
u
r en

fa
n
ts et a

d
o
lescen

ts

）
が
必
要
と
思
料
す

る
場
合
、
本
法
第
二
三
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
刑
罰
的
措
置
（m

esu
re rep

ressiv
e

）
の
対
象
と
な
り
う
る
。」

第
一
八
条
｜
①

少
年
及
び
青
年
の
た
め
の
裁
判
所
が
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
正
犯
者
で
あ
る
少
年
に
対
し
て
取
り
う
る
保
護
及
び
更
生
の
措
置
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

１
｜
少
年
の
父
親
、
母
親
も
し
く
は
後
見
人
、
ま
た
は
、
当
該
少
年
に
対
し
て
監
護
権
を
有
し
て
い
た
者
へ
の
引
き
渡
し

２
｜
信
頼
に
値
す
る
者
の
元
、

ま
た
は
、
権
限
を
有
す
る
慈
善
団
体
（œ

u
v
re h

a
b
ilitee

）
へ
の
収
容

３
｜
保
健
局
（secreta

ria
t d
’E
ta
t a

la S
a
n
te

）、
国
民
教
育
局
（secre-

ta
ria
t d
’E
ta
t a

l’E
d
u
ca
tio
n n

a
tio
n
a
le

）、
家
族
庁
（co

m
m
issa

ria
t g
en
era

l a
la fa

m
ille

）
に
属
す
る
施
設
へ
の
収
容

４
｜
発
達
異
常
児
ま

た
は
知
的
障
害
児
治
療
教
育
施
設
（in

stitu
t m

ed
ico
-p
ed
a
g
o
g
iq
u
e d
’en
fa
n
ts a

n
o
rm
a
u
x o

u a
rrieres

）
へ
の
収
容

５
｜
司
法
省
所
管
の
監
視

付
教
育
公
施
設
（in

stitu
tio
n
 
p
u
b
liq
u
e d

’ed
u
ca
tio
n
 
su
rv
eillee

）
へ
の
収
容

６
｜
司
法
省
所
管
の
矯
正
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
収
容

②
こ
れ
ら
の
収

容
の
期
間
は
、
少
年
が
二
一
歳
に
達
す
る
時
点
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
③
少
年
及
び
青
年
の
た
め
の
裁
判
所
が
、
少
年
の
親
も
し
く
は
後
見
人
、

ま
た
は
、
慈
善
家
も
し
く
は
慈
善
施
設
へ
の
少
年
の
引
き
渡
し
を
命
じ
る
場
合
、
当
該
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
、
少
年
が
、
最
長
二
一
歳
ま
で
、
監
視
付
自

由
の
制
度
の
下
に
置
か
れ
る
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

第
二
三
条
｜
①
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
正
犯
者
で
あ
る
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
は
、

成
人
と
同
じ
刑
罰
を
宣
告
さ
れ
う
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
刑
罰
は
、
行
刑
施
設
（eta

b
lissem

en
ts p

en
iten

tia
ires

）
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
。
②
重

罪
が
認
め
ら
れ
た
一
六
歳
未
満
の
少
年
は
、
以
下
の
条
件
に
お
い
て
宣
告
さ
れ
う
る：

有
期
徒
刑
、
禁
錮
刑
ま
た
は
懲
役
刑
が
科
さ
れ
る
場
合
、
当
該
少

（83-３- ）309 43
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年
は
、
成
人
に
適
用
さ
れ
る
刑
期
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
の
期
間
の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。
③
こ
の
拘
禁
は
、
一
八
歳
ま
で
は
矯
正
コ
ロ

ニ
ー
の
特
別
区
画
（q

u
a
rtier sp

ecia
l

）
に
お
い
て
、
一
八
歳
か
ら
は
行
刑
施
設
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
。
但
し
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
改
善
の

真
摯
な
証
を
示
す
場
合
、
こ
の
者
は
、
国
璽
尚
書
の
決
定
（d

ecisio
n d

u g
a
rd
e d

es S
cea

u
x

）
に
よ
り
、
二
一
歳
を
超
え
な
い
限
り
で
、
矯
正
コ
ロ

ニ
ー
に
と
ど
ま
り
う
る
。
④
い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
有
罪
宣
告
者
に
は
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
期
間
、
公
権
力
に
よ
っ
て
こ
の
者
に
通
告
さ
れ
た
禁
止

場
所
に
つ
き
立
入
禁
止
（d

efen
se d

e p
a
ra
ıtre

）
が
宣
告
さ
れ
う
る
。」

第
三
五
条
｜
刑
法
典
第
六
六
条
、
第
六
七
条
、
第
六
八
条
、
第
六
九
条
、
一

八
五
〇
年
八
月
五
日
の
法
律
、
一
九
二
一
年
二
月
二
二
日
の
法
律
、
一
九
二
七
年
三
月
二
六
日
の
法
律
及
び
一
九
二
八
年
三
月
三
〇
日
の
法
律
に
よ
っ
て

補
完
さ
れ
る
、
少
年
及
び
成
年
の
た
め
の
裁
判
所
並
び
に
監
視
付
自
由
に
関
す
る
一
九
一
二
年
七
月
二
二
日
の
法
律
、
並
び
に
、
一
般
的
に
、
本
法
に
抵

触
す
る
全
て
の
規
定
は
、
廃
止
さ
れ
る
。」

８
）

O
rd
o
n
n
a
n
ce n

45
174 d

u
 
2 fev

rier 1945 rela
tiv
e a

l’en
fa
n
ce d

elin
q
u
a
n
te,

J.O
.
d
u
 
4 fev

rier 1945,
p
.531;

S
.
1945,

L
o
is

 
a
n
n
o
tees,

etc.,
p
.1769.

９
）

一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
刑
法
第
六
八
条
を
廃
止
し
、
刑
法
第
六
六
条
以
下
を
次
の
よ
う
に
修
正
し
た
。

第
六
六
条
｜
①
被
告
人
（le

 
p
rev

en
u o

u l’a
ccu

se

）
が
一
三
歳
以
上
一
八
歳
未
満
で
あ
る
場
合
、
当
該
被
告
人
は
、
本
法
第
六
七
条
及
び
第
六
九
条
の
適
用
に
よ
り
そ
の
者
に
対
し

て
刑
罰
が
宣
告
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
情
状
に
応
じ
て
、
単
に
叱
責
さ
れ
、
も
し
く
は
、
親
、
後
見
人
、
監
護
権
を
有
し
て
い
た
者
も
し
く
は
信
用
に

値
す
る
者
に
引
き
渡
さ
れ
、
私
立
の
慈
善
団
体
の
監
護
に
引
き
渡
さ
れ
、
も
し
く
は
、
教
育
、
職
業
訓
練
も
し
く
は
治
療
の
施
設
も
し
く
は
機
関
、
国
も

し
く
は
行
政
機
関
の
治
療
教
育
施
設
、
専
門
教
育
、
監
視
付
教
育
も
し
く
は
矯
正
教
育
の
施
設
に
、
判
決
が
定
め
た
年
数
の
間
、
そ
こ
で
養
育
さ
れ
監
護

さ
れ
る
た
め
収
容
さ
れ
る
が
、
但
し
、
そ
の
年
数
は
、
対
象
者
が
二
一
歳
に
達
す
る
時
点
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
い
ず
れ
の
場
合
も
、
さ
ら
に
、

当
該
少
年
は
、
二
一
歳
を
超
え
な
い
年
齢
ま
で
監
視
付
自
由
の
制
度
下
に
置
か
れ
る
。
③
専
門
教
育
、
監
視
付
教
育
も
し
く
は
矯
正
教
育
の
公
的
施
設
に

少
年
を
収
容
し
、
ま
た
は
、
送
致
す
る
こ
と
を
命
じ
る
決
定
に
対
す
る
上
訴
は
、
明
文
で
仮
執
行
を
命
じ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
執
行
を
停
止
す

る
。
破
棄
申
立
は
、
停
止
効
を
も
た
な
い
。
④
少
年
が
そ
の
家
族
の
元
を
離
れ
て
収
容
さ
れ
た
場
合
、
当
該
決
定
は
、
職
権
に
よ
っ
て
も
、
修
正
さ
れ
ま

た
は
取
り
消
さ
れ
う
る
。
但
し
、
親
及
び
少
年
は
、
当
該
決
定
の
執
行
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
引
渡
ま
た
は
監
護
権
の
回
復
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
、
再
度
の
請
求
は
、
一
年
間
経
過
後
で
な
け
れ
ば
行
い
え
な
い
。」

第
六
七
条
｜
①
情
状
及
び
犯
罪
行

為
者
の
人
格
の
故
に
、
一
三
歳
以
上
の
少
年
が
刑
罰
の
宣
告
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
さ
れ
る
場
合
、
刑
罰
は
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
に

対
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
未
成
年
の
軽
減
的
宥
恕
を
排
除
す
る
可
能
性
を
留
保
し
た
上
で
、
以
下
の
通
り
宣
告
さ
れ
る
。
②
科
さ
れ
る
刑
罰
が
死
刑
、
無

期
徒
刑
、
流
刑
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。
③
科
さ
れ
る
刑
罰
が
有
期
徒
刑
、
禁
錮
刑
ま
た
は
懲

役
刑
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
の
一
つ
に
つ
き
宣
告
さ
れ
え
た
期
間
の
長
く
と
も
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ

る
。
④
さ
ら
に
、
当
該
少
年
に
は
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
期
間
、
政
府
に
よ
っ
て
当
該
少
年
に
通
告
さ
れ
る
禁
止
場
所
に
つ
き
立
入
禁
止
が
宣
告
さ

（法政研究83-３- ）44 310

論 説



れ
う
る
。
⑤
科
さ
れ
る
刑
罰
が
市
民
権
剥
奪
刑
ま
た
は
追
放
刑
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。」

第
六
九
条
｜
一
三

歳
以
上
の
少
年
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
が
単
な
る
軽
罪
で
あ
る
場
合
、
第
六
七
条
の
条
件
に
お
い
て
、
当
該
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
う
る
刑
罰
は
、

同
様
の
留
保
の
下
、
一
八
歳
で
あ
れ
ば
宣
告
さ
れ
た
は
ず
の
刑
罰
の
半
分
を
上
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

10
）

L
o
i n

2002
1138 d

u 9 sep
tem

b
re 2002 d

’o
rien

ta
tio
n et d

e p
ro
g
ra
m
m
a
tio
n p

o
u
r la ju

stice
(rectifica

tif),
J.O

.
d
u 24 d

ecem
b
re

 
2002,

p
.21500.

11
）

フ
ラ
ン
ス
少
年
司
法
の
近
時
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
赤
池
一
将
「
フ
ラ
ン
ス
の
少
年
司
法
」
比
較
法
研
究
七
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
七
〇
頁
以

下
、
及
び
、
吉
中
信
人
「
少
年
刑
法
に
お
け
る
責
任
概
念
」
岩
瀬
徹
他
編
『
刑
事
法
・
医
事
法
の
新
た
な
展
開
（
下
）』

信
山
社

二
〇
一
四
年
）
四
二

九
頁
以
下
参
照
。

12
）

日
本
で
も
、
犯
罪
少
年
に
関
し
、
少
年
法
三
条
一
項
一
号
の
「
罪
を
犯
し
た
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
責
任
能
力
必
要
説
と
不
要
説
が

展
開
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
類
似
の
議
論
が
見
ら
れ
る
（
守
屋
克
彦
・
斉
藤
豊
治
編
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
少
年
法
』

現
代
人
文
社
、
二
〇
一
二
年
）

八
六
頁
以
下
（
加
藤
学
）、
佐
伯
仁
志
「
少
年
法
の
理
念
｜
保
護
処
分
と
責
任
｜
」
猪
瀬
愼
一
郎
・
森
田
明
・
佐
伯
仁
志
編
『
少
年
法
の
あ
ら
た
な
展
開

｜
理
論
・
手
続
・
処
遇
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
三
五
頁
以
下
、
武
内
謙
治
『
少
年
法
講
義
』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
一
二
五
頁
以
下
、
田
宮

裕
・
廣
瀬
健
二
編
『
注
釈
少
年
法
〔
第
三
版
〕』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
六
一
頁
以
下
、
廣
瀬
健
二
編
『
裁
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
少
年
法
』

立
花
書

房
、
二
〇
一
一
年
）
三
二
頁
以
下
（
廣
瀬
健
二
）
等
参
照
）。

13
）

C
rim

.
13 d

ec.
1956,

D
.1957.349.

14
）

T
rib
.
p
o
u
r en

fa
n
ts d

e S
tra
sb
o
u
rg 20 ju

illet 1953,
G
a
z.
P
a
l.
1954.2.149.

15
）

C
o
lm
a
r 1

d
ec.

1953,
G
a
z.
P
a
l.
1954.2.149.

16
）

C
o
lm
a
r 2 fev

.
1954,

G
a
z.
P
a
l.
1954.2.147.

17
）

T
rib
.
p
o
u
r en

fa
n
ts d

e S
tra
sb
o
u
rg 2 n

o
v
.
1953,

G
a
z.
P
a
l.
1954.2.148.

18
）

P
U
E
C
H
,
M
a
rc,

L
es g

ra
n
d
s a
rrets d

e la ju
risp

ru
d
en
ce crim

in
elle,

to
m
e 1,

1976,
p
.408.

19
）

P
A
T
IN
,
M
a
u
rice,

D
.1957.350

、
及
び
、P

U
E
C
H
,
o
p
.cit.

(n
o
te 18),

p
p
.408

409

参
照
。

20
）

V
A
R
IN
A
R
D
,
A
n
d
re,

M
in
o
rite-C

o
n
d
itio

n
s p

sy
ch
o
lo
g
iq
u
es m

in
im
a
les d

e l’in
terv

en
tio
n d

u ju
g
e p

en
a
l,
P
R
A
D
E
L
,
Jea

n
＝

V
A
R
IN
A
R
D
,
A
n
d
re,

L
es g

ra
n
d
s a
rrets d

u d
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
9
ed
.,
2014,

p
.669

に
よ
れ
ば
、
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、

C
o
lm
a
r

控
訴
院
は
、
少
な
く
と
も
少
年
に
対
し
て
保
安
処
分
を
選
択
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
同
様
に
、
少
年
の
犯
罪
の
純
客
観
的
な
概
念
を
採

用
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。

21
）

G
U
É
R
IN
,
M
a
rie C

ecile,
M
in
eu
r d
elin

q
u
a
n
t,
G
en
era

lites.
R
esp

o
n
sa
b
ilite

p
en
a
le,

P
en
a
l C
o
d
e,
A
rt.122

8:
fa
sc.10

10,
2014,
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p
.23.

22
）

例
え
ば
、G

U
É
R
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 21),

p
p
.23

24

等
。

23
）

G
U
É
R
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 21),

p
.24

参
照
。

24
）

V
A
R
IN
A
R
D
,
o
p
.cit.

(n
o
te 20),

p
.545.

25
）

G
U
É
R
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 21),

p
p
.22

23

参
照
。

26
）

P
A
T
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
.349.

な
お
、P

U
E
C
H
,
o
p
.cit.

(n
o
te 18),

p
.408

も
同
旨
。

27
）

L
E
G
E
A
IS
,
R
a
y
m
o
n
d
,
U
n
e d

elin
q
u
a
n
ce tres ju

v
en
ile,

D
.1969.87.

28
）

P
A
T
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
.350.

29
）

C
O
S
T
A
,
Jea

n
-L
o
u
is,
A
 
p
ro
p
o
s d
’u
n recen

t a
rret d

e la C
o
u
r d
e ca

ssa
tio
n en m

a
tiere d

e m
in
o
rite

p
en
a
le,

R
S
C
.1957.363.

30
）

V
A
R
IN
A
R
D
,
o
p
.cit.

(n
o
te 20),

p
.541.

31
）

G
U
É
R
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 21),

p
.23.

32
）

例
え
ば
、V

A
R
IN
A
R
D
,
o
p
.cit.

(n
o
te 20),

p
.544

は
、

い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
少
年
の
教
育
が
不
十
分
と
は
思
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

教
育
的
措
置
が
取
ら
れ
う
る
こ
と
を
承
認
す
る
の
は
、
全
く
も
っ
て
好
ま
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。G

U
É
R
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 21),

p
.23

も
同
旨
。

33
）

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
的
制
裁
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
訳
「
ロ
ラ
ン
ス
・
ル
チ
ュ
ル
ミ
著
「
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

第
二
条
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
指
導
原
理
の
崩
壊
」

外
国
文
献
紹
介
）」
法
政
研
究
八
〇
巻
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
八
五
頁
以
下
、
及
び
、

同
「
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
（
一
）
｜
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
教
育
的
制
裁
（sa

n
ctio

n
s ed

u
ca
tiv
es

）」
概
念
を
素
材
と
し
て
｜
」

法
政
研
究
七
九
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

34
）

も
っ
と
も
、
少
年
法
上
の
措
置
に
よ
ら
ず
と
も
、
民
法
上
の
措
置
（
民
法
第
三
七
五
条
以
下
）
で
十
分
に
よ
り
福
祉
的
色
彩
の
強
い
ケ
ア
が
で
き
る

の
で
あ
れ
ば
、
教
育
的
措
置
の
位
置
づ
け
も
変
わ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

﹇
付
記
﹈
本
研
究
は
、JS

P
S K

A
K
E
N
H
I 26380092

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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